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第四回
野の

口ぐ
ち

　
武た

け

則の
り

新
聞
を
に
ぎ
わ
せ
た
追
号
問
題

　

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
は
、
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図ず

し
ょ
の
か
み

書
頭
の
鷗

外
が
『
元
号
考
』
の
編
集
に
取
り
か
か
っ
た
年
で
あ
る
。
歴
代
天
皇

の
お
く
り
名
の
典
拠
を
考
証
す
る
『
帝て

い
し諡

考
』
の
執
筆
を
終
え
、
次

な
る
公
務
に
着
手
し
て
い
た
。
そ
の
さ
な
か
、
皇
室
を
巡
る
あ
る
騒

動
に
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。

　

東
京
・
代
々
木
の
地
に
政
府
に
よ
っ
て
明
治
神
宮
が
造
営
さ
れ
、

十
一
月
一
日
に
鎮
座
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
祭
神
は
明
治

天
皇
と
そ
の
皇
后
だ
っ
た
昭

し
ょ
う

憲け
ん

皇こ
う
た
い
ご
う

太
后
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鎮
座

祭
を
目
前
に
控
え
た
十
月
、
追
号
を
巡
る
問
題
が
新
聞
紙
面
を
に
ぎ

わ
せ
た
。
十
月
十
六
日
付
の
東
京
日
日
新
聞
が
以
下
の
よ
う
な
事
情

を
報
じ
た
。

「
三み

た
び度

元
老
会
議
が
諮
り
し
は
／
昭
憲
皇
后
と
申
し
上
げ
ん
議
／

十
一
月
一
日
明
治
神
宮
に
御
合
祀
の
事
よ
り
＝
／
会
議
未
だ
纏ま

と
まら

ず
昨
日
も
其そ

の
ま
ま儘

散
会
／
皇
室
典
範
も
教
科
書
も
改
正
か

　
（
前
略
）
先
頃
端
な
く
も
一
元
老
よ
り
御
神
体
に
御
諡し

ご
う号

を
併あ

わ

せ
記
し
奉
る
際
、
昭
憲
皇
太
后
と
申
上
ぐ
る
は
、
御
母
君
の
如
き

昭
憲
皇
太
后

0

0

0

は
な
ぜ
誤
り
な
の
か
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意
を
後
世
の
国
民
に
胎の

こ

さ
ず
や
、
と
の
建け

ん
げ
ん言

あ
り
た
る
為
め
、
過

般
来
遽に

わ
かに

元
老
の
会
議
と
な
り
、
果
て
は
山や

ま
が
た県

、
大お

お
く
ま隈

公
侯
の
往

来
と
な
り
、
政
界
の
暗
雲
な
ど
世
間
の
臆
測
も
あ
り
し
が
、
実
は

最
近
三
回
の
元
老
会
議
に
も
、
主
な
る
議
題
と
し
て
此
の
建
言
が

議
論
さ
れ
た
る
も
の
な
り
と
聞
く
。
昨
十
五
日
の
元
老
会
議
に
於

て
も
此
の
重
大
問
題
付
議
さ
れ
し
が
、
事
軽
々
に
決
定
さ
る
べ
か

ら
ざ
る
性
質
の
も
の
と
て
、
尚な

ほ
未
決
の
儘
散
会
し
た
る
（
以
下

略
）」

　

し
ば
ら
く
後
、
十
月
二
十
七
日
付
の
東
京
朝
日
新
聞
は
、
経
緯
や

構
図
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。

「
昭
憲
皇
太
后
／
御
称
号
の
論
議
／
学
者
側
は
「
皇
后
」
説
を
主

張
し
／
有
力
大
官
等
は
「
皇
太
后
」
説
／
新
殿
祭
を
明
日
に
控
え

／
解
決
は
一
元
老
の
手
に

　

来
月
一
日
、
明
治
天
皇
と
御
同
座
に
て
明
治
神
宮
に
鎮
座
申
上

ぐ
る
昭
憲
皇
太
后
の
御
称
号
に
就つ

い

て
は
、
予か

ね

て
篤と

く
が
く学

な
る
某
高
官

が
歴
史
的
研
究
を
基
礎
と
し
て
「
昭
憲
皇
后
と
称
し
奉
る
方
が
正

し
い
」
と
い
ふ
議
を
宮
内
大
臣
の
手
許
に
提
出
し
た
の
が
発
端
と

な
つ
て
、
当
局
間
の
問
題
と
な
り
、
御
神
体
な
る
御
神
鏡
に
御
称

号
を
刻
す
べ
き
関
係
も
あ
り
て
、
旁

か
た
が
た

本
月
中
旬
に
執
行
さ
れ
る

筈は
ず

で
あ
つ
た
新
殿
祭
も
二
十
八
日
に
延
期
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
と

伝
へ
ら
れ
る
」

　

要
す
る
に
、
昭
憲
皇
太
后

0

0

0

と
い
う
追
号
は
誤
り
な
の
で
、
昭
憲
皇0

后0

に
正
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
天
皇
の
后
の
称
号
は
皇
后

明治天皇の皇后だった昭憲皇太后の御真影＝宮内省提供
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だ
が
、
代
替
わ
り
し
て
天
皇
の
母
と
な
れ
ば
皇
太
后
、
さ
ら
に
次
の

世
代
に
な
り
天
皇
の
祖
母
に
な
れ
ば
太た

い

皇こ
う
た
い
ご
う

太
后
へ
と
変
わ
る
。
明
治

天
皇
の
皇
后
だ
っ
た
美は

る
こ子

は
、
天
皇
の
逝
去
に
よ
っ
て
称
号
は
皇
太

后
と
な
り
、
そ
の
後
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
四
月
九
日
に
六
十

四
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
際
に
昭
憲
皇
太
后
と
追
号（
お
く
り
名
）

が
贈
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
間
違
い
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

明
治
神
宮
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
Q
＆
A
～
よ
く
あ
る
ご
質
問
と

回
答
～
」
の
項
目
が
あ
り
、「
な
ぜ
、
昭
憲
皇
后
で
な
く
昭
憲
皇
太

后
な
の
で
す
か
？
」
と
い
う
問
い
と
回
答
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（https://w
w
w
.m

eijijingu.or.jp/faq/?ca=2

）。

　

亡
く
な
っ
た
人
に
対
し
て
は
生
前
の
最
高
の
位
で
呼
ぶ
の
が
通
例

で
、「
皇
太
后
」
の
称
号
で
は
「
皇
后
」
よ
り
下
位
に
な
っ
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
、
天
皇
と
皇
后
を
並
ん
で
称
す
る
場
合
は
「
天
皇
・
皇
后
両

陛
下
」
と
な
る
。
明
治
天
皇
と
共
に
祭
る
の
な
ら
ば
、「
明
治
天
皇
・

昭
憲
皇
后
」
と
し
て
天
皇
と
対
に
な
る
皇
后
の
称
号
を
使
う
の
が
ふ

さ
わ
し
い
。「
皇
太
后
」
の
称
号
で
一
緒
に
祭
る
と
、
明
治
天
皇
の

母
だ
と
勘
違
い
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
子
が
亡
く
な
り
追

号
を
贈
る
際
、
当
時
の
宮
内
大
臣
が
「
皇
后
」
に
改
め
な
い
ま
ま
、

当
時
呼
ば
れ
て
い
た
「
皇
太
后
」
と
し
て
大
正
天
皇
に
上
奏
し
、
裁

可
を
得
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

ち
な
み
に
、
大
正
天
皇
后
の
節さ

だ
こ子

は
貞て

い

明め
い

皇
后
、
昭
和
天
皇
妃
の

良な
が
こ子

は
香こ

う

淳じ
ゅ
ん

皇
后
と
追
号
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
天
皇
が
逝
去
し
た

後
に
皇
太
后
と
な
っ
て
い
た
が
、贈
ら
れ
た
の
は
「
皇
后
0

0

」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
昭
憲
「
皇
太
后

0

0

0

」
が
誤
り
だ
っ
た
こ
と
を
後
に
宮
内
庁
は

認
め
て
い
る
。

契
機
と
な
っ
た
某
高
官
の
建
言

　

東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
に
戻
ろ
う
。「
篤
学
な
る
某
高
官
」
が
こ

の
年
の
五
月
下
旬
、七
月
下
旬
、九
月
下
旬
の
三
回
に
渡
り
、「
皇
后
」

と
改
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
論
文
を
宮
内
大
臣
に
提
出
し
た
と
い

う
。
七
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
「
宮
内
省
図
書
、
諸

し
ょ
り
ょ
う陵

両
寮
及
び
式
部
職

中
に
は
同
氏
の
説
に
賛
意
を
表
明
す
る
者
も
出
て
」、賛
同
が
広
が
っ

た
。
図
書
寮
に
も
賛
同
者
が
い
た
こ
と
か
ら
、
鷗
外
も
そ
の
一
人
だ

ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
結
局
、
こ
の
建
言
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
十
一
月
一
日

に
昭
憲
皇
太
后
の
ま
ま
明
治
神
宮
に
祭
ら
れ
、今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

東
京
朝
日
新
聞
は
十
一
月
二
十
三
日
付
の
記
事
で
、「
某
高
官
」

は
「
国
学
者
と
し
て
有
名
な
陸
軍
中
将
榊さ

か
き
ば
ら原

昇し
ょ
う
ぞ
う造

氏
」
と
種
明
か

し
を
し
た
。
軍
人
と
し
て
著
名
で
な
い
が
、
韓
国
駐ち

ゅ
う
さ
つ箚

軍
参
謀
長
、

広
島
湾
要
塞
司
令
官
、
由
良
要
塞
司
令
官
な
ど
を
歴
任
し
、
大
正
三

年
に
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。
幕
末
・
明
治
期
に
活
躍
し
た
津
和
野

藩
出
身
の
国
学
者
・
福ふ

く
ば羽

美よ
し

静し
ず

の
門
人
で
、
生
前
に
福
羽
が
熱
心
に

「
皇
太
后
」
と
称
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
た
め
、
榊
原
の
主
張
は
そ

れ
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
（『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
大
正
九
年
八
月

二
十
四
日
条
）。
陸
軍
省
医
務
局
長
時
代
の
鷗
外
の
日
記
に
は
、
韓

国
に
派
遣
さ
れ
る
榊
原
を
新
橋
ま
で
送
っ
た
（
明
治
四
十
二
年
八
月
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二
十
二
日
条
）こ
と
が
記
さ
れ
る
な
ど
、二
人
の
間
に
は
親
交
が
あ
っ

た
。

　

榊
原
本
人
は
そ
の
後
、
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
二
月
一
日
発

行
の
『
国
学
院
雑
誌
』
に
、「
宮
内
省
の
大
官
等
に
寄
送
」
し
た
と

い
う
論
文
を
寄
稿
し
た
。
論
文
の
日
付
は
大
正
九
年
の「
五
月
七
日
、

十
日
」「
七
月
二
十
八
日
」「
九
月
二
十
八
日
」
で
、
十
月
の
新
聞
記

事
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。
本
人
の
寄
稿
か
ら
も
、「
某
高
官
」
は

榊
原
と
断
定
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
、「
追
号
」
と
「
諡
号
」
に
つ
い
て
、鷗
外
は
『
帝
諡
考
』

で
厳
密
に
区
別
す
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
政
府
は
、
諡
号
も
含
め
亡

く
な
っ
た
天
皇
、
皇
后
ら
に
贈
る
お
く
り
名
の
総
称
を
追
号
と
し
て

い
る
。
未
成
立
の
ま
ま
大
正
期
に
審
議
が
続
い
て
い
た
皇
室
喪そ

う

儀ぎ

令

案
で
は
、
追
号
決
定
手
続
き
を
定
め
る
第
二
条
の
解
説
部
分
で
「
追

号
勅ち

ょ
く

定じ
ょ
うの

制
は
古
来
の
典
例
に
基
づ
き
茲こ

こ

に
之
を
明
文
に
著
し
た

る
に
過
ぎ
ず
。
蓋

け
だ
し

所い
わ
ゆ
る謂

国こ
く
し諡

、
漢か

ん
し諡

、
院い

ん
ご
う号

、
陵

り
ょ
う
ご
う号

等
何
種
の
称し

ょ
う
こ呼

に
論
な
く
、
今
定
め
て
之
を
追
号
と
曰い

ふ
な
り
」（
宮
内
公
文
書
館

蔵
「
皇
室
喪
儀
令
案
定
本　

伊
藤
帝
室
制
度
調
査
局
総
裁
上
奏
」）

と
記
し
て
い
た
。
追
号
と
諡
号
を
巡
る
認
識
の
違
い
が
問
題
の
根
底

に
あ
る
の
だ
が
、
次
回
以
降
で
解
き
明
か
す
こ
と
と
す
る
。

憤
り
を
連
ね
た
「
特
異
」
な
書
簡

　
『
鷗
外
日
記
』
に
昭
憲
皇
太
后
を
巡
る
問
題
が
初
め
て
記
さ
れ
る

の
は
、
大
正
九
年
六
月
七
日
条
で
あ
る
。
親
友
の
賀か

こ古
鶴つ

る

戸と

宛
書
簡

で
大
正
の
元
号
に
つ
い
て
「
不
調
べ
の
至
」
と
不
満
を
伝
え
て
か
ら
、

お
よ
そ
一
カ
月
半
後
の
こ
と
だ
。

「
晴
。（
博
物
）
館
に
参
ず
。
石
原
次
官
、
昭
憲
皇
后
を
称
す
る
を

允ゆ
る

す
可べ

き
や
否
や
を
咨は

か

る
。
予よ

告つ

ぐ
る
に
、允
す
可
き
を
以も

っ

て
す
」

　

新
聞
報
道
の
三
カ
月
ほ
ど
前
に
宮
内
省
内
で
話
題
に
上
が
っ
て
い

た
。
宮
内
次
官
の
石
原
健
三
か
ら
「
昭
憲
皇
后
」
と
称
し
て
よ
い
か

と
相
談
が
あ
り
、
鷗
外
は
「
認
め
て
よ
い
」
と
答
え
て
い
る
。

　

日
記
の
六
月
二
十
五
日
条
に
は
「（
宮
内
）
省
に
参
じ
、
昭
憲
諡

号
の
事
を
議
す
。
又
、
新
宮
相
に
見ま

み

え
、
皇こ

う
と
う
ふ

統
譜
之の

事こ
と

を
言
う
」
と

あ
る
。
省
内
で
昭
憲
皇
太
后
の
諡
号
を
巡
る
議
論
が
あ
り
、
鷗
外
も

参
加
し
て
い
る
。「
皇
統
譜
之
事
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
全

集
の
日
記
や
書
簡
を
見
る
限
り
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
後
ほ
ど
考

察
す
る
。
さ
ら
に
九
月
十
五
日
条
に
「
榊
原
昇
造
中
将
来
た
り
英え

い

照し
ょ
う、

昭
憲
両
皇
太
后
追
号
の
事
を
言
う
」
と
記
さ
れ
る
。
英
照
皇
太

后
は
幕
末
の
孝
明
天
皇
の
后
の
こ
と
だ
。
榊
原
が
訪
ね
て
来
て
、「
昭

憲
皇
后
」
に
改
め
る
よ
う
働
き
か
け
た
の
だ
ろ
う
。

　

昭
憲
皇
太
后
問
題
に
つ
い
て
は
、
鷗
外
が
意
見
を
述
べ
た
賀
古
宛

の
書
簡
が
『
鷗
外
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
封
筒
が
欠
け
て
い

る
た
め
正
確
な
日
付
は
不
明
だ
が
、文
末
に
「
八
日
」
と
記
さ
れ
る
。

日
記
の
六
月
七
日
条
で
石
原
次
官
と
こ
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
て

い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
全
集
で
は
「
書
簡
番
号
一
三
八
三　

推

定
、
六
月
八
日
」
と
な
っ
て
い
る
。
長
文
な
の
で
前
半
部
分
の
み
を

紹
介
す
る
。
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「
拝
啓
昭
憲
皇
太
后
問
題
は

　

一
、
昭
憲
と
其そ

の

前
の
英
照
と
が
吾わ

が

国く
に

に
先
例
な
き
支し

な那
風
の
諡

を
な
し
し
に
て
之
を
為
し
た
る
が
、
十
分
考
へ
て
の
上
の
こ
と
に

あ
ら
ず
。
極
言
す
れ
ば
軽
率
な
り
し
に
あ
ら
ず
や

　

若も

し
こ
ん
な
支
那
風
之の

諡
が
必
要
な
る
こ
と
な
ら
ば
、
何
故
に

明
治
天
皇
に
真
の
諡
を
上
ら
ざ
る
か
。
元
号
（
年
号
）
は
世
間
に

何
の
名
の
上
に
も
冠
す
る
も
の
に
て
、
尊
貴
な
る
御
尊
号
と
す
る

に
は
不
似
合
に
は
あ
ら
ず
や

　

二
、
昭
憲
の
下
に
皇
太
后
と
云い

ふ
は
、
我
国
に
は
故
実
な
き
こ

と
な
り
。
支
那
は
奈い

か
ん何

と
い
ふ
に
、
漢
以
来
、
皇
太
后

0

0

0

に0

せ
よ
0

0

太0

皇
太
后

0

0

0

に0

せ
よ
0

0

喪
が
畢お

わ

つ
て
廟び

ょ
う（

我
国
な
ら
皇こ

う

霊れ
い
で
ん殿

）
に
祭
り
込

む
（
礼
に
此
祭
を
祔ふ

と
云い

う

）
以
上
は
必
ず
皇
后
8

8

と
称
す
。「
廟
に

入
り
て
は
皇
后
と
い
ふ
」と
は
諺

こ
と
わ
ざの

如
く
に
な
り
居
る
こ
と
な
り
。

此
程
の
こ
と
も
し
ら
べ
ず
な
し
た
る
さ
か
し
ら
な
り

　

枢す
う
み
つ
い
ん

密
院
に
て
は
「
皇
太
后
を
皇
太
后
と
せ
し
は
誤

あ
や
ま
りに

あ
ら
ず
。

誤
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
直
す
筈は

ず

は
な
し
」
と
法
律
的
に
論
ず
る
由よ

し

な

り
（
二ふ

た
が
み上

某ぼ
う

立
案
に
て
山
県
公
の
御
耳
に
入
居
る
）。
こ
れ
は
「
廟

に
入
り
て
は
」
と
云
ふ
故
事
を
知
ら
ぬ
故
の
こ
と
な
り

　

殊
に
神
宮
の
祭
神
を
皇
太
后
と
云
ふ
に
至
て
は
、
不
体
裁
此
上

も
な
き
こ
と
に
て
榊
原
の
申
す
通
な
り

　

三
、
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
は
外ほ

か

に
も
沢
山
あ
り
。
そ
れ
故
に

御
来
示
の
如
く
根
本
的
に
弊へ

い

を
除
く
に
は
、
帝
室
制
度
審
議
会
に

諮し
じ
ゅ
ん詢

機
関
（
支
那
の
三
礼
8

8　

周し
ゅ

礼ら
い

、
儀ぎ

ら
い礼

、
礼ら

い
き記　

に
通
ず
る
も

の
少
く
も
一
人
、
我
国
の
典て

ん
こ故

に
通
ず
る
も
の
少
く
も
一
人
、
こ

と
に
よ
る
と
双
方
を
ま
と
め
て
使
ふ
世
話
や
き
一
人
入
用
か
も

不し
ら
ず知

也
）
を
置
く
外
な
し
と
思
考
す

　

審
議
会
に
は
礼
や
典
故
を
知
る
も
の
一
人
も
な
し
。
そ
れ
故
伊

藤
博
文
公
時
代
に
多
田
好
問

8

8

8

8

を
使
つ
て
作
つ
た
原
案
が
絶ぜ

つ
た
い待

の
権

威
を
有
し
居
候
な
り
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
不
調
か
と
云
へ
ば
、
一

二
例
と
し
て
次
の
項
を
挙
ぐ
る
こ
と
を
得
べ
し
（
中
略
）

　

四
、
し
か
し
、
こ
れ
は
審
議
会
の
み
の
問
題
に
あ
ら
ず
。
宮
内

省
全
体
が
典
故
に
関
す
る
機
関
を
有
せ
ぬ
は
欠け

つ

典て
ん

に
あ
ら
ず
や

（
以
下
略
）」

鷗
外
の
主
張
は
主
に
以
下
の
通
り
だ
。

　

一
、
昭
憲
、
英
照
と
い
う
「
支
那
風
の
諡
」（
漢
風
諡
号
）
は
我

が
国
の
先
例
に
な
い
。
漢
風
諡
号
が
必
要
な
ら
ば
、
な
ぜ
明
治
天
皇

に
真
の
諡
号
を
贈
ら
な
い
の
か
。

　

二
、
我
が
国
で
亡
く
な
っ
た
天
皇
の
后
を
「
皇
太
后
」
と
称
す
る

先
例
は
な
く
、
中
国
で
も
必
ず
「
皇
后
」
と
称
す
る
。

　

三
、昭
憲
皇
太
后
問
題
の
よ
う
な
こ
と
は
「
外
に
も
沢
山
」
あ
る
。

根
本
的
に
正
す
に
は
、
宮
内
省
が
所
管
す
る
帝
室
制
度
審
議
会
に
専

門
家
に
よ
る
諮
詢
機
関
を
新
た
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　

四
、
し
か
し
、
こ
れ
は
審
議
会
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
宮
内
省
全

体
が
歴
史
的
な
先
例
や
故
実
に
関
す
る
知
識
を
欠
い
て
い
る

─

　

鷗
外
の
激
し
い
憤
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
十
分
考
へ
て
の
上
の

こ
と
に
あ
ら
ず
」「
軽
率
な
り
し
に
あ
ら
ず
や
」「
此
程
の
こ
と
も
し
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ら
べ
ず
な
し
た
る
さ
か
し
ら
な
り
」「
不
体
裁
此
上
な
き
」「
礼
や
典

故
を
知
る
も
の
一
人
も
な
し
」「
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
不
調
か
」
と
、

畳
み
か
け
る
よ
う
に
宮
内
省
に
対
す
る
不
満
を
書
き
な
ぐ
っ
て
い

る
。
大
正
を
「
不
調
べ
の
至
」
と
断
じ
た
書
簡
に
比
べ
、
分
量
も
熱

量
も
段
違
い
だ
。

　

鷗
外
研
究
者
の
山
崎
国
紀
氏
は
著
書
『
森
鷗
外
の
手
紙
』（
大
修

館
書
店
、
一
九
九
九
年
）
で
こ
の
書
簡
を
紹
介
し
、「
全
鷗
外
書
簡

の
中
で
も
、
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
」
と

し
て
い
る
。

　

全
集
に
記
さ
れ
た
通
り
に
「
六
月
八
日
」
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
石
原
次
官
か
ら
相
談
を
受
け
た
翌
日
に
、
な
ぜ
か
く
も
激

し
く
憤
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
怒
り
の
対
象
は
何
だ
っ
た
の
か
。

宮
内
大
臣
に
宛
て
た
鷗
外
の
提
案
書

　

鷗
外
は
賀
古
宛
書
簡
で
、昭
憲
皇
太
后
と
い
う
追
号
は
誤
り
で「
榊

原
の
申
す
通
り
」
と
記
し
た
。
だ
が
、
榊
原
の
考
え
に
個
人
的
に
賛

同
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
図
書
頭
と
し
て
宮
内
大
臣
に
正
式
な
働
き

か
け
を
行
っ
て
い
た
の
だ
。

　

鷗
外
が
宮
内
大
臣
に
提
出
し
た
「
昭
憲
皇
太
后
の
御
追
号
に
関
す

る
件
」
と
題
す
る
公
文
書
（
以
下
〈
図
書
頭
文
書
〉
と
記
す
）
が
、

宮
内
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
図
書
寮
の
「
重
要
雑
録　

大
正

二
～
九
年
」
と
い
う
冊
子
に
収
め
ら
れ
た
「
大
正
九
年
六
月
二
十
二

日
第
一
二
号
文
書
」で
あ
る
。
鷗
外
在
職
中
の
図
書
寮
の
公
文
書
は
、

宮
内
庁
書
陵
部
の
職
員
に
よ
っ
て
整
理
、
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

の
文
書
の
内
容
や
意
義
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。

　
〈
図
書
頭
文
書
〉
は
二
編
か
ら
な
る
。
冒
頭
の
文
書
は
毛
筆
で
清

書
さ
れ
て
い
る
。
図
書
頭
の
花
押
と
宮
内
事
務
官
、
庶
務
課
長
の
印

が
押
さ
れ
、
宮
内
大
臣
宛
で
計
三
頁
あ
る
。
そ
の
後
に
、
ペ
ン
で
手

書
き
さ
れ
た
参
考
資
料
の
よ
う
な
記
述
が
計
十
八
頁
続
き
、
合
わ
せ

て
一
つ
の
文
書
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
毛
筆
で
清
書
さ
れ
た
冒
頭
の
文
書
を
見
て
み
よ
う
。
六
月

二
十
三
日
付
け
で
執
行
済
み
の
印
が
押
さ
れ
、
立
案
、
決
裁
は
二
十

二
日
と
な
っ
て
い
る
。

「
昭
憲
皇
太
后
の
御
追
号
に
関
す
る
件

曩さ
き

に
帝
室
制
度
審
議
会
に
於お

い

て
調
査
せ
る
皇こ

う
と
う統

譜ふ

令
草
案
に
基も

と
づき

大だ
い
と
う統

譜ふ

案
目
下
編
修
中
の
処と

こ
ろ、

昭
憲
皇
太
后
の
御
追
号
に
関
し
疑

義
相あ

い
し
ょ
う

生
じ
候

そ
う
ろ
うに

付
て
は
、
左
記
の
通
、
相あ

い

心こ
こ
ろ
う得

可べ
く

然し
か
り

哉や

。
何
分

の
御
指
令
相あ

い

成な
り
た
く度

、
此
段
相あ

い

伺
う
か
が
い

候
也
。

大
正
五
（
※
筆
者
注
、「
五
」
の
上
に
二
重
線
が
引
か
れ
、
横

に
「
三
」
と
あ
る
）
年
五
月
九
日
、
宮
内
省
告
示
第
九
号
を
以

て
、
故
皇
太
后
の
御
追
号
を
昭
憲
皇
太
后
と
仰

お
お
せ

出い
だ

さ
れ
た
り
。

然
る
に
、
皇
統
譜
令
施
行
規
則
案
付
録
様
式
「
皇
后
」
の
欄
に

は
「
何
年
何
月
何
日
何
皇
后
と
追
号
す
」
と
記
載
す
べ
き
旨む

ね

定

め
ら
れ
あ
り
。
謹

つ
つ
し
みて

按あ
ん

ず
る
に
、
皇
太
后
に
此か

く

の
如
き
御
追
号

を
上
ら
れ
し
は
、
古
く
は
神じ

ん

功ぐ
う

皇
后
、
近
く
は
英
照
皇
太
后
の
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御
二
方
な
り
。
而し

こ
うし

て
英
照
皇
太
后
は
御
生
前
后
位
に
在
ら
せ

ら
れ
ざ
り
し
が
故
に
、
昭
憲
皇
太
后
と
同
じ
か
ら
ず
。
之
に
反

し
て
、
神
功
皇
后
は
仲

ち
ゅ
う
あ
い哀

天
皇
の
皇
后
に
し
て
、
御み

こ子
応お

う

神じ
ん

天

皇
降
誕
後
、
摂
政
元
年
十
月
二
日
皇
太
后
と
尊
称
せ
ら
れ
、
後

に
至
り
日
本
書
紀
に
神
功
皇
后
と
書
し
た
り
。
是
に
由
り
て
観

れ
ば
、
昭
憲
皇
太
后
は
御
生
前
に
於
て
、
初
め
皇
后
、
後
に
皇

太
后
に
て
あ
ら
せ
ら
れ
し
御
方
に
、
崩
御
の
後
、
御
追
号
を
上

ら
れ
た
る
者
な
る
こ
と
、
神
功
皇
后
と
同
じ
き
が
故
に
、
前
告

示
に
昭
憲
皇
太
后
と
仰お

お
せ
い
だ出

さ
れ
し
御
称し

ょ
う
い謂

以
外
に
、
書し

ょ
き紀

の
例

を
準
用
し
、
大
統
譜
登
録
の
場
合
に
は
御
追
号
を
昭
憲
皇
后
と

記
載
す
。」

　

概
要
は
以
下
の
通
り
だ
。
当
時
、
宮
内
省
で
作
成
中
だ
っ
た
皇
統

譜
令
施
行
規
則
案
の
付
録
様
式
で
は
、
逝
去
し
た
皇
后
の
追
号
を
皇

統
譜
に
記
載
す
る
際
に
は
、年
月
日
と
と
も
に
「
何
皇
后
と
追
号
す
」

と
記
載
す
る
よ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
皇
太
后
に
漢
風
の
諡
号
が
送
ら

れ
た
例
は
、
こ
れ
ま
で
古
代
の
神
功
皇
后
と
近
年
の
英
照
皇
太
后
の

二
例
し
か
な
い
。
孝
明
天
皇
の
后
だ
っ
た
夙あ

さ
こ子

（
逝
去
後
に
英
照
皇

太
后
と
追
号
）
は
生
前
に
正
式
な
皇
后
の
地
位
に
就
か
な
か
っ
た
の

で
、
明
治
天
皇
の
正
式
な
皇
后
だ
っ
た
美は

る
こ子

（
逝
去
後
に
昭
憲
皇
太

后
と
追
号
）
と
は
異
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
神
功
皇
后
は
第
十
四
代

仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
、
子
の
第
十
五
代
応
神
天
皇
が
生
ま
れ
た
後
に

皇
太
后
と
称
せ
ら
れ
、後
に
日
本
書
紀
で
は
神
功
皇
后
と
記
さ
れ
た
。

神
功
皇
后
も
昭
憲
皇
太
后
も
、
生
前
に
皇
后
だ
っ
た
が
、
夫
で
あ
る

図書頭の鷗外が宮内大臣宛てに提出した提案書「昭憲皇太后の御追号に関する件」
＝宮内公文書館蔵
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天
皇
が
逝
去
し
て
皇
太
后
と
な
っ
た
後
に
追
号
が
贈
ら
れ
た
と
い
う

形
で
は
同
じ
で
あ
る
。
神
功
皇
后
の
先
例
に
な
ら
い
、
大
正
三
年
五

月
九
日
の
宮
内
省
告
示
で
昭
憲
皇
太
后
と
追
号
し
た
も
の
と
は
別

に
、
今
後
、
皇
統
譜
に
登
録
す
る
際
は
昭
憲
皇
后
0

0

と
記
載
す
る
べ
き

で
あ
る

─
日
中
后
諡
の
先
例

　

次
に
〈
図
書
頭
文
書
〉
の
後
半
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
ペ
ン
で
手

書
き
の
「
英
照
皇
太
后
昭
憲
皇
太
后
の
追
号
を
英
照
皇
后
／
昭
憲
皇

后
と
改
む
べ
き
議
」
と
題
す
る
参
考
資
料
の
よ
う
な
文
書
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
無
記
名
だ
が
、提
出
か
ら
三
年
ほ
ど
後
、大
正
十
二
（
一

九
二
三
）
年
七
月
一
日
発
行
の
『
国
学
院
雑
誌
』
に
五
味
均
平
の
名

義
で
全
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
五
味
は
、
鷗
外
が
図
書
頭
在
職
中
に
図

書
寮
庶
務
課
長
兼
図
書
課
長
と
し
て
支
え
た
事
務
官
で
あ
る
。
榊
原

が
論
文
を
公
表
し
た
約
一
年
半
後
、
同
じ
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
分

量
が
多
い
の
で
、
以
下
に
概
要
の
み
記
す
。

　

皇
太
后
、
皇
后
ら
の
死
後
、
一
般
に
は
追
号
が
贈
ら
れ
な
い
こ

と
が
多
い
が
、
国
風
諡
、
漢
風
諡
、
院
号
の
三
種
が
あ
る
。
日
本

に
お
い
て
、
漢
風
諡
は
明
治
以
前
に
后
や
皇
妃
に
贈
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
江
戸
時
代
後
期
の
光
格
天
皇
以
後
に
天
皇
へ
の
諡
号
で

漢
風
諡
が
復
旧
し
た
こ
と
を
典
拠
に
、
皇
后
に
も
初
め
て
英
照
皇

太
后
、昭
憲
皇
太
后
と
い
う
漢
風
の
追
号
を
定
め
た
。し
か
し
、「
皇

太
后
」
と
い
う
諡
号
は
、
中
国
に
お
け
る
皇
后
に
贈
る
諡
号
の
先
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例
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
必
ず
し
も
中
国
に
依
拠
す
る
必
要
は

な
い
が
、
他
に
採
用
す
る
べ
き
事
例
が
な
い
た
め
、
中
国
歴
代
の

后
諡
の
制
度
を
調
べ
る
こ
と
で
、
将
来
に
追
号
を
用
い
る
際
の
基

礎
に
し
よ
う
と
思
う
。

一
、 

皇
后
の
在
位
中
に
亡
く
な
っ
た
者
の
諡
号
は
、
某
皇
后
ま
た

は
某
后
と
称
す
る
。

二
、 

皇
后
か
ら
皇
太
后
、
ま
た
は
更
に
太
皇
太
后
と
な
っ
た
後
に

亡
く
な
っ
た
者
の
諡
号
は
、
某
皇
后
と
称
す
る
。

三
、 

皇
太
子
妃
と
し
て
亡
く
な
っ
た
後
に
夫
が
即
位
し
た
り
、
正

室
の
順
位
に
あ
る
女
官
が
正
式
に
皇
后
と
な
ら
ず
に
亡
く

な
っ
た
り
し
た
場
合
の
諡
号
は
、
某
皇
后
と
称
す
る
。

四
、 

亡
く
な
っ
た
側
室
に
対
し
て
皇
帝
が
諡
号
を
贈
る
場
合
も
、

皇
后
と
称
す
る
こ
と
を
通
例
と
す
る
。

五
、 

側
室
の
子
や
孫
が
皇
帝
に
即
い
た
後
、
亡
く
な
っ
た
先
代
や

先
々
代
の
側
室
に
諡
号
を
贈
る
場
合
、
某
皇
后
、
某
皇
太
后
、

某
太
后
と
称
す
る
。

　

結
論
と
し
て
、
英
照
皇
太
后
は
例
三
、
昭
憲
皇
太
后
は
例
二
に

当
て
は
ま
る
た
め
、
と
も
に
「
英
照
皇
后
」「
昭
憲
皇
后
」
と
改

め
る
の
が
妥
当
で
あ
る

─

　

後
半
部
分
は
、
皇
后
の
諡
号
を
巡
り
日
本
と
中
国
の
先
例
を
列
挙

し
、『
后
諡
考
』
と
も
言
え
る
内
容
だ
。
先
例
に
よ
る
と
、
皇
帝
の

正
妻
は
死
後
に
「
皇
后
」
と
諡
号
を
贈
ら
れ
る
の
が
通
例
で
、
正
式

な
皇
后
の
場
合
は
例
外
な
く
そ
う
な
っ
て
い
る
。
側
室
で
も
死
後
に

図書頭の鷗外が宮内大臣宛てに提出した提案書の後半部分。日本と中国における皇
后の諡号に関する先例がまとめられている＝宮内公文書館蔵



— 67 —

アジア時報

「
皇
后
」の
諡
号
が
贈
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、皇
后
だ
っ
た
者
に「
皇

太
后
」
が
贈
ら
れ
る
例
は
な
い
。
こ
う
し
た
先
例
に
基
づ
け
ば
、
英

照
皇
太
后
も
昭
憲
皇
太
后
も
共
に
「
皇
后
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、〈
図
書
頭
文
書
〉
の
冒
頭
部
分
で
書
か
れ
た
具
体
的
な

対
応
策
は
、
宮
内
省
が
根
底
か
ら
誤
り
を
認
め
て
追
号
を
改
め
る
よ

う
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
図
書
寮
が
管
理
す
る
皇
統
譜
に
「
昭
憲

皇
后
」
と
い
う
本
来
贈
ら
れ
る
は
ず
の
正
し
い
追
号
も
追
記
す
べ
き

と
い
う
提
案
で
、
図
書
頭
の
職
務
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、『
鷗
外
日
記
』
に
よ
る
と
、
大
正
九
年
六
月
七

日
に
石
原
次
官
が
鷗
外
に
「
昭
憲
皇
后
と
し
て
よ
い
か
」
と
相
談
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
二
十
五
日
に
鷗
外
は
宮
内
省
を
訪
ね
て
「
昭
憲

諡
号
事
」
を
協
議
し
、
宮
内
大
臣
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
中
村
雄
次

郎
と
会
っ
て
「
皇
統
譜
之
事
」
を
言
っ
た
。

　
〈
図
書
頭
文
書
〉
は
二
十
三
日
付
な
の
で
、
石
原
か
ら
の
相
談
を

受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
。『
日
記
』
の
二
十
五
日
条
に
記
さ
れ

た
「
昭
憲
諡
号
事
」
と
は
、〈
図
書
頭
文
書
〉
を
巡
る
協
議
だ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
中
村
宮
内
大
臣
に
言
っ
た
「
皇
統
譜
之

事
」
と
は
、〈
図
書
頭
文
書
〉
の
提
言
に
沿
っ
て
皇
統
譜
に
「
昭
憲

皇
后
」
と
記
載
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

追
号
問
題
を
巡
る
二
つ
の
書
簡

　
〈
図
書
頭
文
書
〉
は
大
正
九
年
六
月
二
十
三
日
付
で
あ
る
。
昭
憲
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皇
太
后
問
題
を
巡
る
賀
古
宛
書
簡
（
書
簡
番
号
一
三
八
三
）
は
、『
鷗

外
全
集
』
の
日
付
だ
と
「
推
定
、
六
月
八
日
」
で
〈
図
書
頭
文
書
〉

よ
り
前
と
な
る
。書
簡
に
書
き
綴
っ
た
憤
り
を
基
に
、〈
図
書
頭
文
書
〉

が
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

全
集
に
は
も
う
一
通
、
昭
憲
皇
太
后
問
題
に
関
す
る
賀
古
宛
書
簡

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
書
簡
番
号
一
三
八
六　

六
月
、
日
不
詳　

秘
親
展　

博
物
館
よ
り
（
使
持
参
）」
と
い
う
も
の
だ
。
昭
憲
皇
太

后
問
題
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
集
で
「
六
月
」
に
分

類
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
「
同
月
十
一
日
老
公
の
御
耳
に
入
る
、
議
は
既
に
決
し
あ
り
、

皇
太
后
は
皇
后
に
改
む
可べ

く
二
上
枢
密
書
記
長
を
以
て
当
務
者
た

る
床
並（

次
）内

務
を
説
き
つ
ゝ
あ
り
、
実
は
御
鏡
に
御
名
を
刻
む
可
く

事
は
切
迫
し
あ
る
也
、（
中
略
）

　

床
並
等
我
を
張
り
て
遂
に
聞
か
れ
ず

　

但
し
此
議
は
帝
室
制
度
審
議
会
（
伊
藤マ

マ

巳
代
治
）
に
妨
げ
ら
れ

遂
に
成
立
せ
ざ
り
き
」

　
「
同
月
十
一
日
」
と
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
六
月
の
う
ち
十
一
日
以

降
の
い
ず
れ
か
の
日
に
な
る
。「
床
並
」
は
神
社
行
政
を
所
管
す
る

内
務
大
臣
の
床と

こ

次な
み

竹
二
郎
、「
伊
藤
巳
代
治
」
は
帝
室
制
度
審
議
会

総
裁
の
伊
東
巳み

よ代
治じ

を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
書
か
れ
て
い
る

内
容
が
断
片
的
な
た
め
分
か
り
に
く
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
二
つ
の
書

簡
は
一
連
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

帝
室
制
度
審
議
会
は
皇
室
に
関
す
る
法
令
を
起
草
・
審
議
す
る
機

関
で
、
大
正
期
に
宮
内
省
に
設
置
さ
れ
た
。
伊
東
は
初
代
首
相
・
伊

藤
博
文
の
側
近
と
し
て
明
治
期
に
憲
法
や
皇
室
典
範
の
起
草
に
関

わ
っ
て
以
来
、
一
貫
し
て
皇
室
制
度
の
整
備
に
関
わ
っ
て
き
た
。
枢

密
顧
問
官
も
務
め
、
大
正
期
に
は
有
力
政
治
家
の
一
人
だ
っ
た
。
図

書
頭
の
鷗
外
は
同
審
議
会
の
御
用
掛
を
務
め
て
お
り
、
後
に
あ
る
事

業
を
巡
っ
て
伊
東
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

二
つ
の
書
簡
に
は「
二
上
某
立
案
に
て
山
県
公
の
御
耳
に
入
居
る
」

（
一
三
八
三
）、「
二
上
枢
密
書
記
長
を
以
て
当
務
者
た
る
床
並（

次
）内

務

を
説
き
つ
つ
あ
り
」（
一
三
八
六
）
と
、
共
通
し
て
「
二
上
」
が
出

て
く
る
。
枢
密
院
書
記
官
長
の
二
上
兵
治
を
指
し
て
い
る
と
推
定
し

う
る
。
当
時
の
枢
密
院
議
長
・
山や

ま
が
た県

有あ
り

朋と
も

を
支
え
た
官
僚
だ
。
二
上

と
山
県
の
動
き
が
分
か
れ
ば
、
書
簡
と
〈
図
書
頭
文
書
〉
の
前
後
関

係
が
判
明
す
る
は
ず
だ
。

『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
を
紐
解
く

　

こ
の
書
簡
を
巡
っ
て
従
来
の
鷗
外
研
究
で
は
、
当
時
の
新
聞
記
事

や
『
原

は
ら
た
か
し敬

日
記
』
を
用
い
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、

近
年
刊
行
が
続
く
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』（
国
書
刊
行
会
）
を
援
用

し
て
み
た
い
。
二
〇
一
〇
年
に
第
一
巻
（
大
正
八
、
九
年
）
の
刊
行

が
始
ま
り
、
第
三
巻
（
大
正
十
二
、
十
三
年
）
ま
で
出
版
さ
れ
て
い

る
。

　

倉
富
（
一
八
五
三
～
一
九
四
八
年
）
は
司
法
官
僚
出
身
で
、
法
制
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局
長
官
や
貴
族
院
議
員
な
ど
を
歴
任
し
、
連
載
第
三
回
で
紹
介
し
た

よ
う
に
昭
和
改
元
時
は
枢
密
院
議
長
を
務
め
た
。
大
正
九
年
当
時
は

宮
内
省
の
部
局
長
で
あ
る
帝
室
会
計
審
査
局
長
官
だ
っ
た
。
日
々
面

会
し
た
宮
内
省
幹
部
や
部
下
と
の
会
話
を
、
伝
聞
も
含
め
て
詳
細
に

記
録
し
て
お
り
、
鷗
外
も
登
場
す
る
。「
メ
モ
魔
」（
佐
野
眞
一
『
枢

密
院
議
長
の
日
記
』
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
と
称
さ
れ
た
ほ
ど
膨

大
な
分
量
で
、
大
正
期
宮
内
省
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
歴
史
的
記
録

で
あ
る
。
以
下
、
特
に
断
り
が
な
い
場
合
は
『
倉
富
日
記
』
か
ら
の

引
用
に
基
づ
く
。

　
『
倉
富
日
記
』
に
お
い
て
、
初
め
て
昭
憲
皇
太
后
問
題
が
話
題
に

な
る
の
は
、
大
正
九
年
六
月
十
五
日
で
あ
る
。
石
原
健
三
宮
内
次
官

の
事
務
所
を
訪
れ
た
倉
富
に
対
し
、
石
原
は
「
前
皇
后
の
御
追
号
を

昭
憲
皇
太
后
と
な
し
た
る
は
当
時
の
間
違
ひ
に
て
、
明
治
神
宮
の
霊

所
は
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
に
て
は
不
都
合
な
り
。
之
を
皇
后
と

改
む
る
に
は
如い

何か
に

す
れ
ば
宜よ

ろ

し
き
や
」と
問
い
か
け
た
。
倉
富
は「
当

時
の
告
示
を
改
め
て
も
宜
し
き
に
非
ず
や
」
と
疑
問
を
呈
し
た
。
こ

の
時
に
石
原
は
、
榊
原
の
意
見
書
を
倉
富
に
渡
し
た
。
鷗
外
が
石
原

か
ら
相
談
さ
れ
た
八
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
石
原
は
宮
内
省
の
各
所

に
追
号
問
題
で
意
見
を
聞
い
て
回
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

六
月
十
七
日
に
倉
富
は
宮
内
省
調
査
課
長
の
南
部
光
臣
か
ら
、
次

の
よ
う
な
経
緯
の
説
明
を
受
け
た
。

　

明
治
神
宮
に
祭
る
際
に
祭
神
に
関
す
る
告
示
を
「
皇
后
」
と
改
め

る
よ
う
内
務
省
と
交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
反
対
さ
れ
た
。
戦
前
の
神
社

は
内
務
省
が
管
轄
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年

五
月
一
日
に
明
治
神
宮
の
創
立
を
内
務
省
が
告
示
し
た
際
、
内
務
省

神
社
局
長
は
祭
神
を
「
皇
后
」
と
す
る
よ
う
主
張
し
た
が
、
宮
内
省

の
委
員
が
「
絶
対
に
反
対
」
し
た
た
め
「
皇
太
后
」
と
な
っ
た
経
緯

が
あ
る
。
今
更
改
め
る
の
は
、
当
時
「
皇
后
」
を
主
張
し
た
委
員
に

対
し
て
も
で
き
な
い
、
と
内
務
省
は
言
う
の
だ
。

　

そ
こ
で
石
原
が
妥
協
策
を
提
案
し
た
。
ま
ず
内
務
省
か
ら
宮
内
省

に
対
し
て
、
神
社
に
祭
る
際
の
祭
文
な
ど
で
は
「
皇
后
」
と
称
し
て

も
「
差さ

し
つ
か
え支

な
き
や
」
と
照
会
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、宮
内
省
が
「
差

支
な
き
」
と
回
答
し
、
そ
れ
を
宮
廷
録
事
と
し
て
官
報
に
掲
載
す
る

と
い
う
案
だ
。
内
務
省
が
応
じ
る
か
は
疑
わ
し
い
が
、
交
渉
し
て
み

る
、
と
い
う
の
だ
。

　

明
治
天
皇
の
后
だ
っ
た
美
子
の
追
号
を
巡
っ
て
は
、
二
つ
の
告
示

が
あ
る
。
一
つ
は
、
逝
去
し
て
間
も
な
い
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年

五
月
九
日
に
宮
内
省
が
出
し
た
も
の
で
、「
追
号
」
を
「
昭
憲
皇
太
后
」

と
し
た
。〈
図
書
頭
文
書
〉
で
言
及
さ
れ
た
告
示
の
こ
と
だ
。

　

も
う
一
つ
は
、
明
治
神
宮
創
立
に
関
す
る
も
の
で
、
神
社
を
管
轄

す
る
内
務
省
が
翌
大
正
四
年
五
月
一
日
に
出
し
、
祭
神
の
名
前
で
あ

る
「
神
号
」
を
「
昭
憲
皇
太
后
」
と
し
た
。「
追
号
」
と
「
神
号
」

を
巡
り
、「
皇
太
后
」
と
し
て
し
ま
っ
た
間
違
い
を
ど
ち
ら
の
責
任

で
取
り
繕
う
か
、
と
い
う
宮
内
省
と
内
務
省
の
面
子
の
問
題
と
な
っ

て
い
た
。
両
省
が
対
立
す
る
中
、
二
つ
の
告
示
に
つ
い
て
政
治
的
解

決
を
ど
う
探
る
か
が
焦
点
だ
っ
た
。
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書
簡
の
日
付
を
巡
る
疑
義

　
『
倉
富
日
記
』
に
お
い
て
、

次
に
追
号
問
題
が
出
て
く

る
の
は
七
月
六
日
。
宮
内
書

記
官
の
二ふ

た

荒ら

芳よ
し

徳の
り

に
よ
る

と
、「
皇
后
」
へ
の
変
更
が

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
、

榊
原
が
「
他
に
同
志
者
も
あ

る
故
、
相
当
の
処
置
を
取

る
」
と
話
し
て
い
る
と
い

う
。
鷗
外
が
宮
内
大
臣
宛
文

書
を
提
出
し
た
の
が
六
月

二
十
三
日
な
の
で
、
榊
原
が

言
う
「
同
志
者
」
に
鷗
外
も

含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

七
月
十
日
に
も
石
原
は

倉
富
に
「
昭
憲
皇
太
后
の
追

号
を
昭
憲
皇
后
と
す
る
こ

と
に
付
、
工
夫
は
な
き
や
」

と
対
処
法
を
相
談
し
た
が
、

倉
富
は
「
内
務
省
に
て
は
明

治
神
宮
の
祭
神
は
明
治
天

皇
と
昭
憲
皇
太
后
な
り
と
告
示
し
居
る
に
付
、
其
告
示
を
改
め
ず
し

て
明
治
神
宮
の
祭
神
を
皇
后
と
為
さ
ん
と
す
る
は
無
理
な
り
」
と
原

則
論
を
述
べ
た
。
石
原
に
よ
る
と
、
帝
室
制
度
審
議
会
総
裁
の
伊
東

巳み

よ代
治じ

は
「
一
旦
皇
太
后
と
し
て
神
霊
に
も
申
告
せ
ら
れ
た
る
も
の

な
る
故
、
之
を
改
む
べ
き
も
の
に
非
ず
」
と
、
変
更
に
反
対
だ
と
い

う
。

　

先
年
、
明
治
神
宮
の
神
号
を
議
論
し
た
際
、
宮
内
省
式
部
長
官
の

戸
田
氏う

じ
と
も共

が
皇
太
后
説
を
主
張
し
て
「
皇
太
后
」
と
決
定
し
た
と
い

う
。
戸
田
の
主
張
は
宮
内
省
調
査
課
長
を
務
め
た
栗
原
広
太
の
意
見

に
基
づ
く
も
の
で
、「
皇
太
后
」
に
反
対
し
て
い
た
伊
東
も
「
今
日

は
学
者
が
皇
后
と
改
む
る
こ
と
は
承
知
せ
ず
」
と
、
栗
原
ら
の
主
張

に
押
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

鷗
外
の
「
書
簡
一
三
八
六　

六
月
、
日
不
詳
」
に
は
、「
議
は
既

に
決
し
あ
り
」
と
あ
る
が
、
七
月
十
日
の
段
階
で
何
か
方
針
が
決
し

た
様
子
は
な
い
。
書
簡
一
三
八
六
は
六
月
で
な
い
可
能
性
が
高
い
。

　
『
倉
富
日
記
』
で
は
八
月
六
日
、
石
原
が
再
度
「
何
と
か
追
号
を

改
め
ず
し
て
、
皇
后
と
称
す
る
工
夫
は
な
き
か
」
と
相
談
し
、
倉
富

が
新
た
な
提
案
を
し
た
。「
一
と
思
ひ
に
追
号
を
改
む
る
こ
と
ゝ
為

し
て
は
如い

か
ん何

。
之
を
改
む
る
な
ら
ば
、
寧む

し

ろ
昭
憲
の
字
も
改
め
、
明

治
皇
后
と
為
す
方
宜よ

ろ

し
か
ら
ん
」。
根
底
か
ら
の
変
更
で
あ
る
。

　

石
原
は
「
改
む
る
な
ら
ば
其
方
が
宜
し
」
と
一
旦
同
調
し
た
も
の

の
、
倉
富
は
問
題
点
も
指
摘
し
た
。「
皇
后
の
方
が
先さ

き
に
崩ほ

う

せ
ら

れ
た
る
と
き
、
直た

だ
ちに

年
号
を
以も

っ

て
皇
后
の
追
号
と
為
す
は
不
都
合
な
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る
べ
し
」。
し
ば
ら
く
し
て
石
原
も
「
第
二
又
第
三
の
皇
后
あ
る
様

の
場
合
に
は
、
年
号
を
以
て
追
号
と
為
す
こ
と
は
出
来
ざ
る
べ
し
」

と
、
別
の
問
題
点
を
提
起
し
た
。
結
局
、
こ
の
提
案
は
難
し
い
と
な

り
、
倉
富
は
「
此
事
に
付
て
は
尚な

ほ
攻こ

う
き
ゅ
う究

の
必
要
あ
り
」
と
結
論
づ

け
た
。

責
任
押
し
付
け
合
う
宮
内
省
と
内
務
省

　

こ
こ
ま
で
の
主
な
主
張
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
三
つ
と
な
る
。

倉
富
の
「
明
治
皇
后
」
案
は
論
外
な
の
で
省
く
。

　

Ⅰ　

 

榊
原
＝
追
号
を
昭
憲
皇
太
后
と
し
た
宮
内
省
の
告
示
を
「
皇

后
」
に
改
め
る
べ
き

　

Ⅱ　

 

伊
東
＝
昭
憲
皇
太
后
の
追
号
は
神
霊
に
申
告
し
た
も
の
な
の

で
改
め
る
べ
き
で
は
な
い

　

Ⅲ　

 

内
務
省
＝
宮
内
省
が
最
初
に
出
し
た
追
号
の
告
示
を「
皇
后
」

に
改
め
な
け
れ
ば
、
明
治
神
宮
の
祭
神
の
神
号
を
「
皇
后
」

と
改
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

　

Ⅰ
と
Ⅱ
は
宮
内
省
が
皇
后
に
改
め
る
か
否
か
の
対
立
関
係
に
あ

る
。
Ⅲ
は
宮
内
省
が
追
号
の
誤
り
を
認
め
て
改
め
れ
ば
、
内
務
省
は

神
号
を
改
め
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
に
な
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ

に
せ
よ
宮
内
省
は
誤
り
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
八
月

十
日
、
石
原
が
新
た
な
提
案
を
し
た
。
宮
内
省
と
内
務
省
で
玉
虫
色

の
決
着
を
図
る
政
治
的
妥
協
策
と
言
え
る
。

　

Ⅳ　

 

石
原
＝
宮
内
省
告
示
の
「
昭
憲
皇
太
后
」
と
い
う
追
号
に
は

触
れ
ず
、
神
社
を
管
轄
す
る
内
務
省
か
ら
明
治
神
宮
の
祭
神

を
「
昭
憲
皇
后
」
と
称
し
た
い
と
宮
内
省
に
照
会
す
れ
ば
、

宮
内
省
が
同
意
す
る
。

　

石
原
は
、
宮
内
省
に
よ
る
追
号
の
告
示
と
、
明
治
神
宮
の
神
号
に

関
す
る
告
示
を
切
り
離
す
こ
と
で
、
打
開
を
試
み
た
。
た
だ
し
、
石

原
に
よ
る
と
「
内
務
大
臣
（
床
次
竹
二
郎
）、
次
官
（
小
橋
一
太
）

等
は
、
祭
神
と
し
て
丈だ

け
で
も
皇
后
と
称
し
度た

き

考か
ん
が
えに

て
照
会
す
る

考
へ
な
る
様
な
る
も
、
神
社
局
長
塚
本
某
（
清
治
）
が
絶
対
に
反
対

し
居
る
趣
に
付
、内
務
省
よ
り
も
多
分
照
会
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
」

と
い
う
。
さ
ら
に
宮
内
省
内
部
に
も
反
対
意
見
が
あ
り
、「
結
局
決

定
す
る
所
な
し
」
に
終
わ
っ
た
。

　　
〈
参
考
文
献
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大
塚
美
保
「
帝
室
制
度
審
議
会
と
鷗
外
晩
年
の
業
績
」（『
聖
心
女

子
大
学
論
叢
』
一
一
七
号
、
聖
心
女
子
大
学
、
二
〇
一
一
年
）

　

小
堀
桂
一
郎
『
森
鷗
外　

日
本
は
ま
だ
普
請
中
だ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
一
三
年
）

　

野
口
武
則
「『
元
号
考
』
へ
の
道
程　

─
昭
憲
「
皇
太
后
」
問

題
を
巡
っ
て

─
」（『
鷗
外
』
一
一
〇
号
、
森
鷗
外
記
念
会
、
二
〇

二
二
年
）

　
　
次
回
は
「
第
五
回
　
書
簡
に
記
さ
れ
た
憤
り
の
訳
」

　


